
公表：令和　６年　3　月　3１　日

事業所名　　チャイルドハートななくま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）２５　　　回収数　２５　　　割合　１００％

チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ わからない ご意見

ご意見を踏まえた
対応

1
子どもの活動等のスペースが十分に
確保されているか 16 6 3

・対象者数と活動が毎日異
なると思うので。楽しんでい
るので、大丈夫かなと思い
ます。
・子どもは、かきかた教室の
時せまいと言っています。

■２階建てですが、１階２階で密にな
らないよう空間分けをし、小グループ
のローテーションや活動の時間差を
つけるなど活動形態や方法の工夫を
しております。

2
職員の配置数や専門性は適切である
か 21 4

・職員の入退職の際は知ら
せてほしい。
・職員の専門性(資格など)
を知りたい。

■児童の多様な実態に応じて、配置
基準より多くの専門職を配置してい
ます。また、保護者様への告知につ
いては、送迎の際に挨拶・紹介の形
を取っておりますが、今後はさらに丁
寧に説明・告知をしていくよう努めて
まいります。

3
事業所の設備等は、スロープや手す
りの設置などバリアフリー化の配慮が
適切になされているか

12 4 2 7

・身体障がい児がいないと
思うので、バリアフリーは
整ってなくても大丈夫だと思
います。

■２階建てという物理的に難しい部
分はありますが、安全確保の観点か
ら、日常的に階段の昇降時には職員
が前後に付く、手すりを持って降りる
よう声掛けを行う、視覚に訴える掲示
物で注意・関心を向けるなどの対応
を行っております。

4

子どもと保護者のニーズや課題が客
観的に分析された上で、放課後等デ
イサービス計画*1が作成されている
か

24 1

■PDCAサイクルを踏まえ、児童本人
の課題や保護者のニーズや願いを
十分くみとった効果的な支援が提供
できるプラン作りを心がけておりま
す。また、職員間の情報共有や支援
記録をもとに、計画の見直しが必要
になれば、保護者様に成果と課題を
説明し、計画更新を進めていきます。

5
活動プログラム*2が固定化しないよう
工夫されているか 25

・毎度たくさんのイベントや
外出レクありがとうございま
す。

■今後も、児童の希望も取り入れな
がら、ガイドラインの基本活動を踏ま
えた創意工夫あるプログラム作成に
努めてまいります。

6
放課後児童クラブや児童館との交流
や、障がいのない子どもと活動する機
会があるか

8 4 3 10

■外部児童との交流に消極的な保
護者もいるため、交流を制限するな
ど配慮をしております。

7
支援の内容、利用者負担等について
丁寧な説明がなされたか 25

■契約時に説明を十分行っておりま
すが、今後も詳しく丁寧な説明を行っ
てまいります。また、受給者証更新に
伴う担当者会議や、個別支援計画書
更新時に、支援について変更点があ
りましたら、丁寧な説明をさせていた
だき、ご理解を得るよう努めてまいり
ます。

8
日頃から子どもの状況を保護者と伝
え合い、子どもの発達の状況や課題
について共通理解ができているか

23 2

■日々の送迎時にお子様の様子を
詳しく伝える、また、定期的に活動の
様子を画像でお知らせするなどの取
り組みを行っております。引き続き
様々な機会をとらえて情報発信に努
めてまいります。

9
保護者に対して面談や、育児に関す
る助言等の支援が行われているか 22 3

・いつも心の支えとなってお
ります。ありがとうございま
す！

■送迎の時にゆとりを持って面談し
たり、事業所に来ていただき直接面
談の時間を確保したりすることが難し
い状況ですが、可能な限りご家庭と
の連携を図る手立てを講じてまいり
ます。

10
父母の会の活動の支援や、保護者会
等の開催等により保護者同士の連携
が支援されているか

9 5 5 6

・保護者同士のつながりが
持てる場を作ってほしい。
・コロナが５類となり、何かし
ら予定されていると思いま
す。現段階で不明なもの
で。

■これまでコロナ禍で厳しい状況で
はありましたので、保護者会を開催
することができませんでした。今年
度、年度末に開催することになりまし
たので、その際には、貴重なご意見
を賜りたいと思います。また、今後も
保護者様の情報交換ができる機会
の提供について鋭意検討してまいり
ます。
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保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果



チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ わからない ご意見

ご意見を踏まえた
対応

11

子どもや保護者からの苦情について、
対応の体制を整備するとともに、子ど
もや保護者に周知・説明し、苦情が
あった場合に迅速かつ適切に対応し
ているか

16 1 8

・仮に自分の息子がお友達
をケガさせた場合は教えて
ください。

■個人情報保護の観点を踏まえ、個
別の苦情案件につきましては、当該
の保護者様に直接、周知・説明をす
る対応を取らせていただいておりま
す。今後、事業所全体に関わる苦情
がありましたら、すべての保護者様
のご理解・ご協力が得られるような対
応を考え、迅速且つ適切に取り組ん
でまいります。

12
子どもや保護者との意思の疎通や情
報伝達のための配慮がなされている
か

23 2

■今後も、保護者様との意思疎通や
情報伝達について、よりよい手立て
を考え取り組んでまいります。

13

定期的に会報やホームページ等で、
活動概要や行事予定、連絡体制等の
情報や業務に関する自己評価の結果
を子どもや保護者に対して発信してい
るか

20 3 2

■現在、定期的に会報誌やホーム
ページ、活動予定表、連絡帳などに
より、保護者様に事業所の取組みの
様子や自己評価の結果などについ
て、具体的にお知らせをしておりま
す。今後もより深いご理解・ご協力を
得るための努力を続けてまいりま
す。

14 個人情報に十分注意しているか 24 1

■職員の研修等を通じて、個人情報
保護の意義や重要性などについて真
摯に学び、スキルアップできるよう職
員の資質向上に努めてまいります。

15
緊急時対応マニュアル、防犯マニュア
ル、感染症対応マニュアルを策定し、
保護者に周知・説明されているか

18 1 1 5

■契約時に重要事項説明書を含め、
マニュアルの説明をさせていただい
ております。今後も社会の状況や緊
急事態（自然災害や感染症など）を
踏まえ、予防的観点からマニュアル
の周知・説明し、理解が得られるよう
努めてまいります。

16
非常災害の発生に備え、定期的に避
難、救出、その他必要な訓練が行わ
れているか

14 2 9

・利用日が少ないのでわか
りません。
・事業所内BCPは整備され
ているかと思います。把握
できていないだけかと思い
ますが。

■現在、年２回(7～8月・12～1月)の
避難訓練を実施しておりますが、今
後も緊急事態への備えを図るよう努
めてまいります。

17 子どもは通所を楽しみにしているか 21 4

■通所を楽しみにしているお子様が
たくさんいること、大変光栄なことと存
じます。今後もお子様及び保護者様
が安心して通所していただけるように
諸活動の質の向上に努めてまいりま
す。

18 事業所の支援に満足しているか 24 1

・1年生時と比べてたくさん
のご支援にて成長している
と実感しています。大きな問
題が起きた時にも支えて下
さりアドバイスもいただけと
ても心強かったです。

■これまで本事業所の支援に対して
温かいご理解・ご協力を賜り、感謝申
し上げます。今後も、現状に満足する
ことなく、事業所の支援の質について
検証改善を図りながら、サービス向
上に努めてまいります。

*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状
況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具
体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援
管理責任者が作成する。

*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日
／休日／長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
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公表：令和６年3月3１日 事業所名　　チャイルドハートななくま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

1
利用定員が指導訓練室等
スペースとの関係で適切で
ある

7

活動プログラムに応じて、グループを
ローテーションしたり、仕切りや机の
配置で活動スペースの確保をしたりし
ている。

事業所が2階建てで、1階と2階に分かれている
ため、安全面や密にならない空間づくりを考慮
し、職員を各部屋に配置しての見守り実施と、
防犯カメラの設置をしている。

2
職員の配置数は適切であ
る

7

規定の配置基準を順守した配置をし
ている。

規定の配置基準よりも多い職員配置を行って
いる。児童指導員要件も考え、有資格職員のみ
ならず、専門性を重視して他分野での職務経験
を持つ職員も配置している。

3
事業所の設備等について、
バリアフリー化の配慮が適
切になされている

7

安全面を考慮し、レイアウトや防御カ
バー、視覚的にはっきりわかる目印な
どの設置を行っている。

施設面のバリアフリー化までの必要はないが、
階段や段差部分をテープで被う、手すりの設置
などを行っている。

4

業務改善を進めるための
PDCAサイクル（目標設定と
振り返り）に、広く職員が参
画している

7

毎朝のミーティングや送迎後の振り返
りで、児童や保護者に関する情報や、
課題とその解決策について協議し共
通理解を図っている。

毎朝のミーティングや送迎後の振り返り、毎月
のカンファレンスなどで、業務運営に関する問
題点の洗い出しと改善案などについて協議し、
共通認識の下で改善策を実行するようにしてい
る。

5

保護者等向け評価表を活
用する等によりアンケート
調査を実施して保護者等の
意向等を把握し、業務改善
につなげている

7

保護者アンケートの結果を全職員で
分析し、解決すべき課題の解明と、今
後の取り組みの明確化を図っている。

改善点はすぐに実行した上で、再度検証を行
う。また、物理的に解決困難事項や、中長期的
な観点で解決していく内容については、いつど
のように取り組むかの見通しを明確にするよう
にしている。

6
この自己評価の結果を、事
業所の会報やホームペー
ジ等で公開している

7

毎年度当初に自己評価結果を公表し
ている。

ホームページ上で公開している。

7
第三者による外部評価を行
い、評価結果を業務改善に
つなげている

7

本年度、外部評価委員による第三者
評価を1回実施した。その評価結果を
職員間で読み合わせして、どんなこと
が業務改善につながるか話し合いを
して共通理解を図った。

権利擁護等に関する職員の自己チェック(年３
回)の結果と第三者評価結果を関連付けて、業
務改善につなげるための取り組みを今後も計
画的に進めていく。

8
職員の資質の向上を行うた
めに、研修の機会を確保し
ている

7

全体研修や事業所内での研修(講
義、ワークショップ)、外部研修での報
告会や資料の閲覧を通して、研修内
容の共有化を図っている。

毎月、ガイドラインの主旨や意義などを理解す
る研修や、有資格者による外部研修の報告会
などを実施している。

9

アセスメントを適切に行い、
子どもと保護者のニーズや
課題を客観的に分析した上
で、放課後等デイサービス
計画を作成している

7

適切なアセスメントになるよう、保護
者との面談や職員からの情報を加味
して、個別支援計画書を作成し、その
後、全職員でカンファレンスを行い、
共通理解するようにしている。

保護者からの聞き取りと、相談支援専門員との
情報交換、職員からの情報提供をもとに、児童
の発達課題を明確にした個別支援計画書の作
成を行っている。また、必要に応じて個別支援
計画書は更新している。

10

子どもの適応行動の状況を
把握するために、標準化さ
れたアセスメントツールを使
用している

7

保護者との談話内容や全職員からの
情報提供を参考にして、FIMの各項目
についての状況分析・課題の洗い出
しを行うなどの活用を行っている。

国際基準であるFIMの評価シートを使用して、ア
セスメントやモニタリングを行っている。実際の
評価は児童発達支援管理責任者を中心に行
い、個別支援計画書の作成や更新に生かして
いる。
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放課後等デイサービス事業所における自己評価結果（公表）



チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

11
活動プログラムの立案を
チームで行っている

7

ガイドラインに則り、各職員の専門性
や創造性を生かすような活動プログ
ラムづくりに努めている。

密にならない空間づくりによる活動内容の設定
や、制限がかかる外出先の選定など創意工夫
をしながら、社会性や自立心の育成を図る体験
的活動を仕組んでいる。

12
活動プログラムが固定化し
ないよう工夫している

7

プログラム作成時には、同じ曜日に同
じ活動が集中しないよう、また、同じ
活動でも職員の創意工夫や特技を生
かした活動内容を設定するなどの工
夫を行っている。さらに、児童の主体
的な活動への取組みを構築できるよ
う、自己選択できる活動の設定も行っ
ている。

プログラムの目的や目標を明確にした活動を仕
組み、どのように職員が関わるのか、どんな力
を育てていきたいのかを職員間で話し合い、そ
の際の関わり方はどうあればよいかなど詳細に
渡って共通理解するようにしている。

13
平日、休日、長期休暇に応
じて、課題をきめ細やかに
設定して支援している

7

長期休暇の課題については、事前に
保護者から情報(範囲・内容)を提供し
てもらい、一覧表にして掲示し、全職
員が意識して対応できるようにしてい
る。また、課題の完遂までのスケ
ジュールや目標を立て、確実に取り組
むことが出来るように個別支援を行っ
ている。

長期休暇や祝日などは、限定的ではあるが活
用できる社会資源を選定し、多様な経験が出来
るように内容・場所等の設定を行っている。その
経験が、長期休暇の課題（例えば日記や作文
の題材）に直結するよう工夫している。課題に
ついては、保護者の要望や児童の意欲を考え
ながらスケジュール化を図り、計画的にスムー
ズに取り組めるように支援を行っている。

14

子どもの状況に応じて、個
別活動と集団活動を適宜組
み合わせて放課後等デイ
サービス計画を作成してい
る

7

月毎の活動プログラム計画の作成時
だけでなく、毎日の活動プログラムに
おいても、個別と集団活動の組み合
わせの効果をいかに引き出すか、そ
の手順や取り組み方などについて全
職員で協議しながら進めている。

児童発達支援管理責任者が立案した個別・集
団活動の目標を達成したのか、目標達成の根
拠がどの事実に基づいているのかについて、カ
ルテに記載するとともに、情報を出し合い、客観
性・実効性を高めるようにしている。

15

支援開始前には職員間で
必ず打合せをし、その日行
われる支援の内容や役割
分担について確認している

7

毎朝ミーティングで、その日の支援体
制や支援内容、タイムテーブルなどに
ついて事前打ち合わせを綿密に行
い、漏れやミスがないようにチェックし
ている。また、役割分担表も合わせて
確認し、ダブルチェックで確実性を高
めるようにしている。

毎日必ず始業時に、また、急な変更が出た場
合、送迎前や送迎後にも必要に応じて時間を
取り、全職員で確認し業務にあたっている。

16

支援終了後には、職員間で
必ず打合せをし、その日行
われた支援の振り返りを行
い､気付いた点等を共有し
ている

7

当日の児童の活動の様子や活動の
手順、保護者との談話など、問題点と
思われることだけでなく洗いざらい出
し合い、翌日の活動や支援の工夫改
善に生かすようにしている。

風通しの良い職場環境づくりを目指し、各職員
が感じたことを何でも言える場を設定して、多角
的・多面的な視点からの意見をすべて吸い上げ
るようにしている。それらを整理しながら、協働
的な態勢づくりに努めている。

17

日々の支援に関して正しく
記録をとることを徹底し、支
援の検証・改善につなげて
いる

7

支援記録をもとに、個別支援計画書
の項目に沿って、支援内容の改善点
はないかなどについて、必ず翌日の
ミーティングで情報共有を行ってい
る。また、児童発達支援管理責任者
が記載している保護者からの相談内
容についても、職員と情報共有し、全
職員が同じスタンスで取り組むよう意
思統一を図っている。

毎日、個別支援計画書に沿った支援記録表へ
の記載事項について職員間で共有化を図って
いる。また、支援するにあたって、緊急に保護
者への報告・連絡が必要な場合には、管理者
が保護者と直接対処する体制づくりをとってい
る。

18

定期的にモニタリングを行
い、放課後等デイサービス
計画の見直しの必要性を判
断している

7

児童の発達課題を明確にしながらモ
ニタリングを行い、適時、個別支援計
画書の改善に生かしている。

支援開始前と原則6カ月ごとのモニタリングを実
施している。モニタリングに記載した内容につい
ては、保護者にも説明し、理解が得られるよう
にしている。また、必要に応じてモニタリングを
実施し、その内容に即して個別支援計画書の
見直しを行っている。

19
ガイドラインの総則の基本
活動を複数組み合わせて
支援を行っている

7

ガイドラインに記載している基本活動
を中心に、日々の活動内容をバラン
スよく配列できているかの確認を行い
ながら日々の支援を行っている。

ガイドラインの基本活動の項目をすべて反映さ
せた上で、個別支援計画書に沿った支援を
日々行っている。また、支援内容や方法などを
詳細に記録しファイリングしている。

適
切
な
支
援
の
提
供



チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

20

障害児相談支援事業所の
サービス担当者会議にその
子どもの状況に精通した最
もふさわしい者が参画して
いる

7

管理者及び児童発達支援管理責任
者が参加する体制をとっている。

基本的に管理者及び児童発達支援管理責任
者が参加している。必要に応じて、児童と関わ
る密度が高い職員や有資格者も参加すること
がある。

21

学校との情報共有（年間計
画・行事予定等の交換、子
どもの下校時刻の確認
等）、連絡調整（送迎時の
対応、トラブル発生時の連
絡）を適切に行っている

7

学校の担任や管理職との連絡調整や
情報共有を密に行い、何かあれば電
話でのやりとりや直接面談するなどの
対応を取っている。

学校との直接的な情報共有に加え、利用予定
表や時間割を活用して連絡調整を行っている。

22

医療的ケアが必要な子ども
を受け入れる場合は、子ど
もの主治医等と連絡体制を
整えている

7

医療的ケア児童の受け入れは行っていない
が、感染やケガの対応などについて協力医療
機関と随時連絡を取っている。

23

就学前に利用していた保育
所や幼稚園、認定こども
園、児童発達支援事業所
等との間で情報共有と相互
理解に努めている

7

密に連絡を取れる体制づくりに努め
ている。

利用開始前に療育センターや保育園・幼稚園と
の連絡調整、及び児童の実態についての相互
理解を行っている。また、担当者会議に当該児
童の園長などに参加してもらうこともある。

24

学校を卒業し、放課後等デ
イサービス事業所から障害
福祉サービス事業所等へ
移行する場合、それまでの
支援内容等の情報を提供
する等している

7

該当児童がいない。

25

児童発達支援センターや発
達障害者支援センター等の
専門機関と連携し、助言や
研修を受けている

7

密に連絡が取れるような体制づくりに
努めている。

児童発達支援事業所や相談支援専門員の助
言を受けている。また、事業所としても外部研
修への参加を促し、報告会を開催し職員間で研
修内容の共有をしている。

26

放課後児童クラブや児童館
との交流や、障がいのない
子どもと活動する機会があ
る

7

個人情報保護の観点から、現在は行っていな
い。外部児童との交流に消極的な保護者もいる
ため、交流を制限するなどの配慮をしている。
今後、必要に応じて検討していく。

27
（地域自立支援）協議会等
へ積極的に参加している

7

積極的に参加できるよう体制づくりを
している。

勉強会には参加することもある。

28

日頃から子どもの状況を保
護者と伝え合い、子どもの
発達の状況や課題につい
て共通理解を持っている

7

担当者会議や送迎時などで、日々の
家庭や学校、利用時の様子、今後の
課題と考えられることなどについて真
摯に話し合える態勢づくりに努めてい
る。

日々、保護者との情報共有・共通理解が図れる
ように努めているが、不足している部分や緊急
に対応したほうがいいと判断される案件につい
ては、管理者及び児童発達支援管理責任者を
中心にして改善を図っている。

29

保護者の対応力の向上を
図る観点から、保護者に対
してペアレント･トレーニング
等の支援を行っている

7

管理者を中心に直接的な支援だけで
なく、会報誌でも児童との関わり方な
どについて支援も行っている。

会報誌や個別面談などで情報提供をしている
が、不足な部分については、研修を通して対応
力のスキルアップを図っている。

30
運営規程、支援の内容、利
用者負担等について丁寧
な説明を行っている

7

保護者の理解が得られるよう丁寧な
説明を心がけている。

契約時に重要事項説明書を用いて詳しく説明を
している。また、支援内容については、保護者
のニーズや意向が十分反映するように努めて
いる。

31

保護者からの子育ての悩
み等に対する相談に適切
に応じ、必要な助言と支援
を行っている

7

いつでも保護者の悩みや相談に応じ
る体制をとっている。

保護者からの悩みや相談があった時には、真
摯に受け止め、誠意をもって相談に応じてい
る。

関
係
機
関
や
保
護
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チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

32

父母の会の活動を支援した
り、保護者会等を開催する
等により、保護者同士の連
携を支援している

7

保護者会の在り方について情報収
集、共有している。

保護者会や見学会などを行っているが、不十分
な部分に関しては、今後改善できるよう努めて
いく。保護者同士の連携を行ってほしくないとい
う意見もあるため、今後連携の在り方について
は検討を重ねていく。

33

子どもや保護者からの苦情
について、対応の体制を整
備するとともに、子どもや保
護者に周知し、苦情があっ
た場合に迅速かつ適切に
対応している

7

苦情があった場合の報告・連絡・相談
体制づくりを確立し、いつでも発動で
きるようにしている。

苦情解決担当窓口と苦情解決責任者を設置し
ており、苦情に対しては迅速かつ丁寧な対応を
心がけていく。解決方法については、全職員で
協議した上で、苦情申立者に丁寧に説明し理
解を得られるようにしていく。

34

定期的に会報等を発行し、
活動概要や行事予定、連
絡体制等の情報を子どもや
保護者に対して発信してい
る

7

ニュースレター（会報誌）を通して発信
している。

定期的に会報誌等を発行している。今後も
ニュースレターを情報提供の一環としていく。

35 個人情報に十分注意している 7
毎日のミーティングで、個人情報保護
については確認し、徹底するよう意識
化を図っている。

個人情報保護については日々十分注意しなが
ら業務にあたっている。

36

障がいのある子どもや保護
者との意思の疎通や情報
伝達のための配慮をしてい
る

7

毎日のミーティングで、保護者への情
報伝達の仕方や内容などについて確
認しながら、業務にあたるようにして
いる。

児童には言語的・非言語的アプローチや見える
化での配慮を行っている。保護者に対しては、
日々、情報伝達のための配慮や工夫をする努
力をしている。

37
事業所の行事に地域住民
を招待する等地域に開かれ
た事業運営を図っている

7

地域行事への参加は行っていない
が、地域行事の情報については折に
触れ収集している。

個人情報保護の観点から現在は地域行事への
参加は行っていない。また、それを望まない保
護者が多数いることも参加しない要因の一つで
ある。閉鎖的な事業所にならないように、今後
は外部講師を招くなど地域に根差した事業所づ
くりを検討していく。
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チェック項目 はい いいえ 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

38

緊急時対応マニュアル、防
犯マニュアル、感染症対応
マニュアルを策定し、職員
や保護者に周知している

7

マニュアルはファイリングしており、何
時でも閲覧できるようにしている。ま
た、必要があれば随時マニュアルの
更新を行っている。法令等改正や時
事的な話題に関しては、マニュアルを
読み合い、共通認識を高めるようにし
ている。

職員研修を通じて、マニュアルに基づいた適切
な対応がとれるよう、マニュアル適応能力の育
成に努めている。特に感染症に関しては、日頃
の体調管理や抗原検査、手洗いの徹底など、
感染症対応マニュアルに基づいた適切な対応
を丁寧に行い、所内感染拡大を起こさないよう
に努めている。また、緊急時発生の際の連絡体
制を事業所内に掲示し、直ぐ活用できるように
している。
保護者に対しては、契約時にマニュアルの説
明・閲覧を行っている。また、マニュアルに沿っ
た対応を講じる際には、緊密に連絡し、的確な
情報提供を心がけている。

39
非常災害の発生に備え、定
期的に避難、救出その他必
要な訓練を行っている

7

年２回(７月下旬～８月中旬・１２月下
旬～１月中旬)の避難訓練を実施し、
反省会を行い次回の訓練に生かすよ
うにしている。また、保護者にも避難
訓練に関する情報提供を行ってい
る。

年２回の避難訓練時だけでなく、日常的に緊急
発生時の避難経路の確保や誘導経路、防犯
グッズの整理など、チェック・確認を行っている。
また、予防策の一環として、防犯カメラの設置を
行っている。今後、災害などの緊急事態につい
て、予防的な観点から具体策を講じるよう体制
づくりを検討していく。

40
虐待を防止するため、職員
の研修機会を確保する等、
適切な対応をしている

7

6事業所全体及び各事業所におい
て、定期的に研修会を実施し、虐待防
止に対する認識を高める取り組みを
行っている。また、日常的に、児童に
対する支援のあり方について、職員
間でコミュニケーションを取り、情報共
有化を図っている。

虐待や３要件に該当しない身体拘束は、絶対に
しないことを念頭に置き、職員間で自他の言動
を分析的かつ俯瞰的に振り返ることを日是にし
ている。その中で、問題点や改善点を洗い出
し、次に生かしていく意識の流れを大切にして
いる。また、事例研究やワークショップなどの研
修を実施し、研修後、評価表による自己評価を
通して、日頃の児童への関わり方を検討し合
い、改善すべき点は全職員で協議し、虐待行為
や必然性かつ必要ない身体拘束は絶対に行わ
ないという共通認識に立てるよう職場の雰囲気
づくりを今後も継続的に進めていく。

41

どのような場合にやむを得
ず身体拘束を行うかについ
て、組織的に決定し、子ども
や保護者に事前に十分に
説明し了解を得た上で、放
課後等デイサービス計画に
記載している

7

虐待行為の禁止とともに、３要件に該
当しない身体拘束の状況をつくらない
支援のあり方を職員全員で話し合
い、予測・予防できる職員体制づくり
を進めている。また、日頃の支援の状
況の振り返りを行うとともに、多角的
に情報を収集し、職員の意識向上を
図っている。

身体拘束３原則に沿って行使した事例はこれま
でひとつもない。身体拘束については、契約時
に保護者に説明した後、同意書をもらってい
る。今後も職員の意識向上に図るため、所内研
修を進めていく。

42
食物アレルギーのある子ど
もについて、医師の指示書
に基づく対応がされている

7

保護者からのアレルギーに関する情
報は視覚的に見える化し、共通認識
による対処ができるようにしている。

医師の指示書が出るようなアレルギーのある児
童は来所していない。軽度のアレルギーに関し
ては、アセスメント時に聞き取りを行い、活動内
でアレルギーを引き起こすようなプログラムづく
りを行わない配慮をしている。

43
ヒヤリハット事例集を作成し
て事業所内で共有している

7

朝会や夕会での情報交流の際に、ヒ
ヤリハットと思われる事案を出し合
い、共有化を図るようにしている。ま
た、日々の記録をファイリングし、いつ
でも閲覧できるようにしている。

インシデント・アクシデントを含めて、その日のう
ちに作成し、全職員の周知徹底するようにして
いる。また、作成は発見した職員が行い、それ
を管理者が確認し、ファイリングし、いつでもだ
れでも閲覧できるようにしている。
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